
○ 本邦に入国を希望する外国人は，原則，来日前に我が国の在外公館

等で査証の発給の申請を行うこととされている。

○ 在外公館で受付した査証申請は，在外公館から我が国の外務省，法

務省を経由して地方入国管理局等に送付され，審査が行われた後，査

証発給の可否について外務省に回答。

○ 査証発給までに相当の日数を要するのが通例。

○ 在留資格認定証明書交付申請制度は，人定事項の確認，申請意思の確

認，事実関係の確認に支障をきたすことのないよう申請人本人又は代理

人が本邦に在留している場合に，本邦の地方入国管理局等において当該

申請を行うことができることとしたもの。

○ 地方入国管理局等においては，資格該当性等について審査を行い，

資格該当性等があると認められるときに認定証明書を交付。

○ 地方入国管理局長が相当と認める場合は，申請人本人又は代理人の出

頭義務を免除し，弁護士又は行政書士等による申請の取次を認めている。

ただし，その場合であっても，申請人本人又は代理人が申請時に本邦に

在留していることが必要。

査証申請

在留資格認定証明書交付申請制度の創設

入国審査手続の簡易・迅速

化を図るため，平成元年に

入管法を改正

在留資格認定証明書交付申請制度の創設経緯
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